
京 都 保 険 医 新 聞（ 1） ２ ０ ２ ６ 年（令和 ８年） ２月 １ ０ 日 毎月 １ ０ 日・２ ５ 日発行 第 ３ ２ １１  号付録①

令
和7年分 白色確定申告の留意点白色確定申告の留意点⑴⑴

一時

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

令和７

一時

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

〈記載例１〉課税されない場合
支払金額� 4,761,700円
累計払込保険料� 4,455,000円
収入金額欄（支払金額）� 4,761,700円
必要経費欄（累計払込掛金）� 4,500,000円
差引金額欄（収入金額－必要経費）
� 261,700円
特別控除額� 261,700円
㋚所得金額（差引金額－特別控除額）� 0円
⑧欄� 0円

確定申告書第二表

確定申告書第一表
　収入金額等

　所得金額

〈記載例２〉課税される場合
支払金額� 4,785,226円
累計払込保険料� 3,187,800円
収入金額欄（支払金額）� 4,785,226円
必要経費欄（累計払込掛金）� 3,220,000円
差引金額欄（収入金額－必要経費）
� 1,565,226円
特別控除額� 500,000円
㋚所得金額（差引金額－特別控除額）
� 1,065,226円
⑧欄（1,065,226円×½）� 532,613円

確定申告書第二表

確定申告書第一表
　収入金額等

　所得金額

 措置法26条適用者用 　�社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、かつ、医業に係る総収入金額が７,０００万円
以下の場合に租税特別措置法26条を適用できます。

令和７年分収支内訳書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》の収入金額の内訳欄の書き方（案）

「社会保険診療報酬」欄
①基金事務所から支払を受ける社会保険診療報酬
◎２月21日以降に支払基金から「報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書」が配信されます。これをプリ
ントアウトしていただき、（ア）（イ）（ウ）（エ）は
それを参考にして年間合計を記入してください。※１

　（ア）　「一般社会保険　決定点数」
　内本人分点数と内家族分点数の合計点数を記入
します。（この点数には高齢受給者及び公費併用
分の点数も含まれています。）

　（イ）　「一般社会保険　診療報酬当座口払込額」
　（ア）の点数を10倍し、円に換算して（イ）に
記入します。

　（ウ）　「生活保護法　診療報酬当座口払込額」
　基金から毎月配信される「当座口振込通知書」
の生保算定額の年間合計を記入します。社保併用
分については、既に（イ）に含まれていますので
公費負担額を差引いて、生保単独分の金額を記入
します。また、再審査等調整額がある場合は公費
単独分の調整額を差引いた金額を記入します。

　（エ）�　「障害者総合支援法（精神通院）　診療報酬当
座口払込額」
　基金から毎月配信される「当座口振込通知書」
の自立支援（通院）算定額の年間合計を記入します。
社保併用分については（イ）に含まれていますので、
公費負担額を差引いて、自立支援（通院）単独分
の金額を記入します。また、再審査等調整額があ
る場合はその金額も差引いた金額を記入します。

　（オ）　「感染症法（結核）　診療報酬当座口払込額」
　基金から毎月配信される「当座口振込通知書」
の結核算定額の年間合計を記入します。社保併用
分については（イ）に含まれていますので、公費
負担額を差引いて、結核単独分の金額を記入しま
す。また、再審査等調整額がある場合は公費単独
分の調整額を差引いた金額を記入します。
　他の公費単独分（平成27年１月から新たに実施
された「難病法に係る特定医療費助成制度」（法
別54）及び、「小児慢性特定疾病医療支援事業」（法
別52））含む）も（エ）（オ）と同様に記入します。
　基金からの「支払調書」を参考資料として添付
していただいても結構です。

②国民健康保険診療報酬
　（カ）　「②国民健康保険診療報酬　決定点数　小計」

　国保連合会から毎月配信される「当座口振込通
知書」の国民健康保険の「国保」欄、「退職」欄
の合計点数と後期高齢者医療「後期」欄の点数を
合計して記入します。すでに過誤・再審査分は調
整されていますので、過誤・再審査結果通知書の
減点・返戻分の点数の差し引きは不要です。

　（キ）�　「国民健康保険診療報酬　診療報酬当座口払
込額」
　（カ）の点数を10倍し、円に換算して（キ）に
記入します。　
　国保連合会から２月14日以降に配信される「国
民健康保険診療報酬年間支払調書（合計）」をプ
リントアウトしていただき、参考資料として添付

していただいても結構です。※１

③介護報酬
　（ク）　「介護報酬　診療報酬当座口払込額」

　国保連合会から毎月送られてくる「介護報酬給
付費等支払決定額通知書」から介護給付費支払額
と、利用者から徴収した利用料の年間合計額を記
入します。
　介護給付費の「事業所別介護給付費支払明細書
（合計書）」については、２月14日以降に国保連
合会より配信されます。

④その他

⑤計（①＋②＋③＋④）
　社会保険診療報酬計欄のⒹ診療報酬窓口収入金額
欄は、支払確定点数をもとに算出しているため、窓口で
徴収すべき金額を既にⒸに含んでおり記入不要です。

※１�　オンライン請求未実施医療機関には、社保・国保
ともに２月下旬頃、紙媒体で送付されます。

「自由診療の収入等」欄
　（ケ）　「一般の自由診療　収入金額」

　自費診療、診断書料、生命保険審査料、院所内で行
う京都市の麻疹を含む予防接種や各種健診、介護保
険の主治医意見書作成料、出産育児一時金など。
　なお、院所外で実施した保健事業収入、学校医
の予防接種は給与収入となります。

　（コ）　「労働者災害補償保険診療　収入金額」
　非指定医においても療養費払いの時はここに記入
します。過誤額があれば差引いた金額を記入します。

　（サ）　「公害健康被害補償診療　収入金額」
　　　公害医療に対する診療収入を記入します。
　（シ）　「自動車損害賠償責任保険診療　収入金額」
　　　自動車損害賠償法による診療収入を記入します。
　（ス）　「高齢者医療確保法　収入金額」

　特定健診・特定保健指導の実施費用。基金から
配信される「当座口振込通知書」の「②特定健診・
特定保健指導支払確定額合計」、国保連合会から
配信される「支払額内訳書」の支払決定額とそれ
ぞれの受診者自己負担額を合計します。
　なお、基金からは、「特定健診・特定保健指導
支払総括票」が年間合計として送られてきます。

⑥計（ケ＋コ＋サ＋シ＋ス）

「雑収入」欄
　（セ）　「雑収入　収入金額」

　患者からの謝礼金や認定調査委託料等を記入しま
す。オンライン資格確認、光熱費等支援、物価高騰対
策等に関する補助金等も、原則この欄に記入します。
※�「介護給付費等支払決定額通知書」振込金額内
訳の主治医意見書作成料（ケ）及び認定調査委
託料（セ）については、京都府では市町村から
の直接支払いとなるため、市町村あての請求書
等より消費税を含む請求額を記入してください。

　白色申告・青色申告を問わず、往診用自動車、医療機器等の事業用資産について買換え（譲渡）
をした場合に、譲渡価格とその事業用資産の帳簿価額との差額に損失がでた時は、事業所得及
びその他の所得から、譲渡所得の赤字として控除できます。この場合、措置法を適用していても、
適用後の医業所得から申告書の上で別途控除されますので記載することを忘れないでください。
　譲渡（下取）益が発生した場合には、特別控除50万円を超える金額が医業所得に合算して課
税されます。

収支内訳書は一般用のＯＣＲ用紙ですので、ご記入にはご注意ください。
なお、措置法差額は「所得金額21」欄の下の空白に「措置法差額○○○円」とご自分でご記入ください。

　平成24年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）
に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約
等（旧契約）に係る保険料では、生命保険料控除の計算方
法が異なります。生命保険料は、新契約に係る新生命保険
料、新個人年金保険料、介護医療保険料と旧契約に係る旧
生命保険料、旧個人年金保険料の５つに区分されます。
　ただし、保険医年金の保険料は、平成24年１月１日以降
に加入されたものであっても、旧生命保険料の控除に該当
しますのでご注意ください。

　控除証明書は、令和７年10月下旬にお送りしました保険
医年金の積立金のお知らせから切り取ってお使いください。
再発行をご希望の方は、お早めに協会事務局までご請求く
ださい。大樹生命保険株式会社より、お送りいたします。
　ご質問等がございましたら、協会までご連絡ください。
　（TEL 075－212－8877）

保険医年金一時金

申告書への記載の仕方
　令和７年中に保険医年金を一時金で受取られた場合は、配当部分を一
時所得として申告します。一時所得の金額の計算は、下の計算式によっ
て行うことになります。また、課税されない場合と課税される場合は、
左の記入例のように記載します。
　解約後に大樹生命保険株式会社から「一時金お支払通知書」が送付さ
れていますので、参考にしてください。
　他にも一時所得がある場合は、合算になりますので注意してください。

＜計算式＞
一時所得の金額＝総収入金額（支払金額）－その収入を得るために支出

した金額（累計払込掛金額）－特別控除額
総所得金額に算入する金額＝一時所得の金額×1/2
※特別控除額は、総収入金額から収入を得るために支払いした金額を
差引いた残額が、　　 ●50万円未満の場合……その残高。

　　　　　　　　　　　●50万円以上の場合……50万円となります。

保険医年金一時金申告記載例（「一時金お支払通知書」より）

事業用資産の譲渡損失は措置法適用者も事業所得より控除できます

収　支　内　訳　書収　支　内　訳　書
令和７年分収支内訳書 措置法26条による経費の速算表

社会保険診療報酬の金額 経 費 金 額
2,500万円以下の場合 保険収入金額×72％
2,500万円超3,000万円以下の場合 保険収入金額×70％ +  50万円
3,000万円超4,000万円以下の場合 保険収入金額×62％ + 290万円
4,000万円超5,000万円以下の場合 保険収入金額×57％ + 490万円
◎　この表は、経費金額の速算表です。所得金額を出す場合、必ず社会保険診療報酬の金額から、

経費金額を差し引いてお出しください。
　　　社会保険診療報酬金額－経費金額＝所得金額

Ⓒ+Ⓔを収支内訳①へ

収支内訳③へ

年　金年　金 保険医年金は旧生命保険料控除（一般用）

１　収入金額の内訳

「措置法26条」必ずご記入を
　措置法26条を適用される先生は、確定申告書第二表の「特例適用
条文等」欄のところに、「措置法26条」と忘れずにご記入ください。

ここに
該当

休業補償制度休業補償制度

　個人型所得補償保険の保険料は生命保険料控除の新制度（介護医療保
険料控除）の対象となります。
　控除証明書は、令和７年２月にお送りしました「団体損害保険加入者
証」から切り取ってお使いください。再発行をご希望の方は、協会事務
局までご請求ください。三井住友海上火災保険株式会社より直接、先生
に控除証明書を送付いたします。

　　　　　　所得補償保険の
保険料は介護医療保険料控除

　白色申告者であっても、基準期間である前々年（令和５年）の課税売上高（予防接種などの自由
診療収入など）が1,000万円を超えた場合及び特定期間である令和６年１月１日から６月30日ま
での期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は消費税の課税事業者に該当します。
　なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超え
ていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

予防接種など自費診療の収入が1,000万円超の場合はご注意ください

オンライン請求実施医療機関はご留意ください
　社保・国保ともに、オンライン請求実施医療機関には、令和６年９
月請求分から各種帳票の紙媒体での送付が廃止されています。
　確定申告に必要な支払関連帳票（当座口振込通知書・年間支払調書
等）も紙媒体での送付が廃止され、各医療機関でのダウンロードが必
要となっていますのでご留意ください。

2024
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措置法26条
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令
和7年分 白色確定申告の留意点白色確定申告の留意点⑵⑵

〈解説〉
外村会計事務所
税　理　士
公認会計士　外村　弘樹

３．必要経費の内訳

○基礎控除の改正及び基礎控除の特例の創設
　令和７年に適用される基礎控除は以下のようになります。

あなたの合計所得金額 控除額
　　　　　　　　　　　　　　　132万円以下 95万円
　　132万円超　　336万円以下 88万円
　　336万円超　　489万円以下 68万円
　　489万円超　　655万円以下 63万円
　　655万円超　2,350万円以下 58万円
2,350万円超　2,400万円以下 48万円
2,400万円超　2,450万円以下 32万円
2,450万円超　2,500万円以下 16万円
2,500万円超 　　　0円

○給与所得控除の改正
　55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
　給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はあり
ません。

○特定親族特別控除の創設
　生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族（配偶者及び事業専
従者を除きます。）で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を
有する場合には、特定親族特別控除として、特定親族１人につき以
下の金額が控除されます。

特定親族の合計所得金額 控除額
　58万円超　　85万円以下 63万円
　85万円超　　　90万円以下 61万円
　90万円超　　　95万円以下 51万円
　95万円超　　100万円以下 41万円
100万円超　　105万円以下 31万円
105万円超　　110万円以下 21万円
110万円超　　115万円以下 11万円
115万円超　　120万円以下 　6万円
120万円超　　123万円以下 　3万円

　　123万円超 　　　0円

第一表「所得から差し引かれる金額」�欄

第二表「配偶者や親族に関する事項」欄

○上記の見直しに伴う扶養控除等の所得金額要件の変更
　所得控除の対象者と所得金額要件は以下のようになります。
所得控除 対象者とされる所得要件 金額要件

雑損控除 生計を一にする親族等の総所得金額等 58万円以下

障害者控除 生計を一にする障害者である配偶
者又は親族等の合計所得金額 58万円以下

寡婦控除 生計を一にする親族等の合計所得金額 58万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 58万円以下
特定親族特別控除 特定親族の合計所得金額 58万円超123万円以下

令和７年分の主な留意点 社会保障・税番号（マイナンバー）
制度が導入され、平成28年分以降の
確定申告書の提出の際に、本人・配
偶者・扶養親族のマイナンバー（個
人番号）の記載が必要になりました。
なお、マイナンバーの記載がない場
合でも税務署が書類を受理しないこ
とはありません。
� （協会より）

　いよいよ確定申告の時期となりました。
　今年は、下京区で内科を開業している朝田先
生の確定申告書を紹介します。
朝田　 羽多子（67歳）

〈診療収入の内訳〉
　　保険診療収入　　　　34,222,290円
　　自由診療収入　　　　 4,633,500円
　　雑収入　　　　　　　　 135,640円

（雑収入には補助金収入 30,000円を含む）

　　　　　　　　　　　　38,991,430円
 〈給与収入の内訳〉
●　京都市から、校医手当として470,000円の

収入がありました。源泉徴収された金額は 
130,700円でした。

 〈公的年金収入の内訳〉
●　国民年金826,400円を受取りました。
 〈その他の収入の内訳〉
●　保険医年金を一部解約し、4,785,226円を

受取りました。払込掛金は3,220,000円でした。
●　令和７年中に、高知県にふるさと納税

100,000円を行っており、特産品20,000円相
当を受け取っています。（一時所得に該当）

●　未解約の保険医年金を10年確定年金で受給
開始し、年間4,738,884円の収入がありました。
源泉徴収された金額は270,948円で、年間必
要経費額は2,059,760円でした。

●　京都府の医療機関等物価高騰対策事業交付
金30,000円の交付を受けました。

　（事業所得の雑収入に計上）

本人： 朝田　羽多子（67歳）
　夫結太郎を早くに亡くし、夫亡き後、結太郎
の両親と協力し、三姉妹を立派に育て上げまし
た。現在は長女のぶとのぶの夫嵩と同居してい
ます。
子： 柳井　のぶ（42歳）
　朝田家の長女。夫嵩の漫画家になる夢を支え
るため、会社勤めをしています。（扶養控除の
対象にはなりません。）
子： 朝田　蘭子（39歳）
　朝田家の次女。フリーランスのライターとし
て活動しており雑所得がありますが、所得は母
羽多子の扶養の範囲内です。
子： 辛島　メイ子（37歳）
　朝田家の三女。母羽多子の医院の事務をして
います。母から給与収入を得ており（事業専従
者には該当しません。）、別生計です。


